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別記様式第１号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

文書質問書  

 

 四日市市議会基本条例第１６条第１項の規定に基づき、下記のとおり質問いたしま

す。  

 

質問者氏名  荻須智之  

所管部局  シティプロモーション部 スポーツ課  

 

【件名及び質問の要旨】  

※内容は、一般質問として行う内容に相当する程度とし、その趣旨が理解できるよう

具体的に記載する。  

 

市が進める市営温水プール改修計画について  

四 日 市 市 は 令 和 6 年 ４ 月 10 日 、 設 計 内 容 に 違 算 が あ っ た た め 中 止 し た 「 温 水 プ ー ル 改

築 工 事 （ 建 築 工 事 ）」 を 11 億 4700 万 円 の 予 定 価 格 で 、 一 般 競 争 入 札 で 再 公 告 し た 。  

主 た る 利 用 者 の 四 日 市 水 泳 協 会 と 一 般 利 用 者 か ら は 、改 修 後 の プ ー ル に つ い て 、公 認 大

会 が 開 催 で き な い 。 ま た 、 利 用 で き な く な る 市 ⺠ が 多 い と の 苦 情 を 聞 く 。  

 

港湾隣接地域内と言う特殊性と地盤の問題で建設適地とは言えない点  

 

①  四 日 市 市 営 霞 ヶ 浦 プ ー ル 、及 び 昌 栄 町 温 水 プー ル は 港 の 岸 壁 か ら 20m 以 内 と 言 う 立 地

で 、港 湾 法 で 定 め る 港 湾 隣 接 地 域 内 に あ り 、1 ㎡ 当 た り 1.0 キ ロ ニ ュ ー ト ン を 超 え る 建

物 に 該 当 し 、 建 設 前 に 港 湾 管 理 者 で あ る 四 日 市 港 管 理 組 合 の 許 可 が 必 要 で あ る 。 こ の

地 域 内 で 競 技 場 と し て 観 覧 席 の 建 設 が で き な い 理 由 は 何 か ？   

受付番号  令和 ６年 第 ２ 号  

受付日  令和 ６年 ４月３０日 

送付日  令和 ６年 ５月 １日  

答弁受理日  令和 ６年 ６月 ３日  
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②  そ も そ も 、 当 該 温 水 プ ー ル は 前 三 重 国 体 の 競 泳 競 技 の 強 化 施 設 と して 、 空 い て い た 港

中 学 校 跡 地 に 急 ご し ら え で 建 設 さ れ た 経 緯 が あ り 、 必 ず し も 公 共 ス ポ ー ツ 施 設 と し て

ベ ス ト な 立 地 で は な い 。 こ こ は 地 盤 に 問 題 が 有 り 、 基 礎 工 事 に 多 く の 予 算 が 必 要 と も

聞 く が 、 そ れ な ら ば 他 の 地 盤 の し っ か り し た 土 地 に 建 設 し た ほ う が 安 価 と も 考 え ら れ

る が 、 市 の 見 解 を 問 う 。 ま た 、 港 湾 隣 接 地 域 内 に 一 般 市 ⺠ が 集 う 市 営 プ ー ル を 建 設 す

る 事 は 、 港 湾 法 の 趣 旨 に 沿 う も の で は 無 く 、 基 礎 の 工 法 、 建 物 の 高 さ 等 、 様 々 な 規 制

を 受 け る 特 殊 な 土 地 に こ だ わ る 理 由 は 何 か ？  

 

公認記録に対する市の認識不足  

 

③  競 泳 の 公 認 記 録 は 公 認 プ ー ル で の 計 測 が 必 要 条 件 で あ り 、 一 定 数 の 競 技 役 員 が 公 認 審

判 員 資 格 保 持 者 で 構 成 さ れ る 必 要 も 有 り 、 正 式 な 公 認 大 会 で は 、 こ れ を 監 査 す る 上 級

の 審 判 員 が 三 重 県 水 泳 連 盟 か ら 派 遣 さ れ 、 大 会 現 場 で 監 査 を 行 う 。 こ れ に 合 格 して 、

初 め て 選 手 の 記 録 は 公 認 記 録 と し て 認 め ら れ る 。 公 認 プ ー ル で あ る 競 技 場 で 計 測 さ れ

る 記 録 は 、 こ の 条 件 を 満 た す 必 要 が 有 り 、 プ ー ル 自 体 が 公 認 プ ー ル で あ る 事 は 公 認 記

録 の 十 分 条 件 で は な い 。改 修 後 の 温 水 プ ー ル は 、選 手 、競 技 役 員 、保 護 者 、観 客 等 、何

百 人 に も 上 る 関 係 者 を 収 容 す る 部 屋 が た っ た の 40 ㎡ と 狭 く 、公 認 大 会 が 開 催 で き な い

と 四 日 市 水 泳 協 会 か ら 意 見 が 出 て い る 。霞 ヶ 浦 プ ー ル で の 学 童 大 会 、市 ⺠ 水 泳 大 会 と 、

温 水 プ ー ル で の 市 ⺠ 水 球 大 会 は 市 か ら の 委 託 事 業 で あ り 、 水 泳 協 会 自 主 事 業 の 春 季 水

泳 大 会 も 含 め て 、 現 在 は 全 て 非 公 認 大 会 で あ る 。 こ れ 以 外 に 改 修 後 の 温 水 プ ー ル で 公

認 大 会 を 企 画 し て も 、こ の 施 設 で は 審 判 員 と 参 加 選 手 を 一 定 数 以 上 確 保 で き ず 、収 支 的

に も 公 認 大 会 は 開 催 で き な い 。 結 果 的 に 公 認 記 録 は 計 測 で き な い 。 因 み に 、 現 状 の 市

営 霞 ヶ 浦 プ ー ル で の 市 ⺠ 水 泳 大 会 は 三 重 県 水 泳 連 盟 に よ る 特 例 の Ｂ 公 認 大 会 で あ り 、

正 式 な 公 認 大 会 で は な い 。 公 認 記 録 は 公 認 大 会 で 計 測 さ れ 、 認 定 さ れ る 必 要 が 有 る の

で 、 市 が 言 う 「 公 認 記 録 」 は 幻 で あ り 、 成 立 し な い 。 今 回 の 改 修 の 目 的 が 矛 盾 し 、 間

違 っ て い る の で は な い か ？  

 

水中歩行の利用者が使えず、利用者が激減する懸念がある事  

 

④  プ ー ル 水 深 が 135cm 以 上 あ り 、小 学 生 の 水 泳 教 室 や 成 人 の 水 中 歩 行 に は 深 す ぎ て 利 用



 

 

p. 3 

 

で き な い 。 現 在 、 一 般 開 放 の 時 間 帯 で は 1 レ ー ン を 水 中 歩 行 専 用 に 指 定 し て お り 、 常

時 利 用 者 が 居 る 状 況 で あ る が 、改 修 後 に 水 深 が 135cm 以 上 に な る と 、大 人 で も 水 中 歩

行 が で き な く な る の で 、 利 用 者 は ゼ ロ に な る 。 ど う い う 理 由 で 、 こ の 利 用 者 を 締 め 出

す の か ？  ま た 、 こ の 利 用 者 か ら の 苦 情 に 、 市 は ど う 答 え る の か ？  

 

⑤  こ の 水 深 で は 、競 泳 の 強 化 練 習 用 と し て 泳 ぐ 市 ⺠ ス イ マ ー と 競 泳 ク ラ ブ チ ー ム 、市 内 の

中 学 校 、 高 校 等 の 部 活 動 の 利 用 に 限 ら れ た 施 設 に な る が 、 一 般 遊 泳 を 目 的 と し た 子 ど

も た ち を 含 め た 市 ⺠ 、 特 に 女 性 は 利 用 し 難 く 、 利 用 者 が 激 減 す る 事 は 明 ら か で あ る 。

利 用 で き な く な っ た 市 ⺠ を ど う す る の か ？  市 ⺠ サ ー ビ ス の 観 点 か ら 、 主 た る 利 用 者

を 締 め 出 す 理 由 は 何 か ？  

 

公認プールを維持する経費の無駄  

 

⑥  プ ー ル の 公 認 費 用 と 審 判 装 置 の 点 検 業 務 費 用 は 競 技 会 が 開 催 さ れ な い と 全 く 無 駄 に な

る が 、 市 は こ の 無 駄 を ど う 考 え る の か ？  

 

小学校の水泳授業の民間委託での使用ができないプールになる事  

 

⑦  小 学 校 の 水 泳 授 業 の ⺠ 間 委 託 で は 、 市 内 の ⺠ 間 プ ー ル 施 設 だ け で は 全 小 学 校 を 対 象 に

す る こ と は 不 可 能 で 、 一 部 の 小 学 校 で は 市 営 温 水 プ ー ル に ⺠ 間 企 業 が ス ク ー ル バ ス で

児 童 を 送 迎 し て 水 泳 授 業 を 行 う 必 要 が あ る こ と が 、 過 去 2 年 間 の 委 託 事 業 で 判 明 し て

来 た 。 改 修 後 の 温 水 プ ー ル で は 、 深 い 水 深 に よ り 、 小 学 生 の 授 業 に は 危 険 で あ る と 言

う 理 由 で 、 ⺠ 間 事 業 者 は こ こ で の 授 業 の 請 け 負 に 難 色 を 示 し て い る 。 小 学 校 教 育 で の

利 活 用 が で き な く な る と い う 問 題 を ど う 解 決 す る の か ？  

 

後に 50m 屋内水泳競技場を整備するならば、今回の改修は無駄になる  

 

⑧   解 決 策 の 、プ ー ル の 底 が 上 下 し て 水 深 を 変 更 で き る 可 動 床 装 置 の 導 入 を 再 三 、水 泳 協

会 は 申 し 入 れ た が 実 現 し な か っ た 。 し か し 、 可 動 床 を 導 入 す れ ば 、 更 な る 建 設 予 算 の

増 額 に 繋 が り 、26 億 円 を 上 回 る 建 設 費 は ⺠ 間 施 設 が 数 億 円 で プ ー ル を 建 設 し て い る 状

況 下 、 現 実 的 で は な い 。 元 々 、 旧 中 央 緑 地 公 園 水 泳 競 技 場 を 除 却 し た 時 点 で 、 別 の 場
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所 に 50m の 室 内 プ ー ル と し て 再 建 さ れ る 事 が 、水 泳 協 会 が 除 却 に 同 意 し た 前 提 で あ っ

た 。今 回 の 改 修 後 の 温 水 プ ー ル で は 公 認 競 技 会 が 開 催 で き な い の で 、26 億 円 も か け て

改 修 す る 事 を 四 日 市 水 泳 協 会 は 望 ん で い な い 。 今 回 の 改 修 工 事 が 無 駄 に な る 事 が 、 は

っ き り と 予 想 さ れ る 上 、 更 に 50m 屋 内 水 泳 競 技 場 を 整 備 す る の は 現 実 的 で は な い 。

50m 屋 内 水 泳 競 技 場 の 建 設 の た め に 、 今 回 の 改 修 工 事 を 考 え 直 す 事 は 出 来 な い の か ？  

 

⑨  11 年 後 の 国 体 で は 第 2 会 場 と し て 四 日 市 市 に 50m 屋 内 水 泳 競 技 場 を 整 備 す る 事 が 望

ま れ 、 こ れ が 整 備 さ れ る と 、 改 修 後 の 温 水 プ ー ル は 施 設 内 容 、 子 ど も の 少 な い 地 域 に

立 地 す る 条 件 か ら し て 、 ほ と ん ど 使 わ れ な く な る 事 が 予 想 さ れ る が 、 今 回 の 改 修 工 事

が 無 駄 に な る と の 認 識 は 無 い の か ？  

 

日本で最も水泳競技が盛んで競技力レベルの高い四日市市に競技場が無い不思議  

 

⑩  水 球 競 技 で は 県 立 四 日 市 中 央 工 業 高 校 は 、 一 昨 年 と 昨 年 の イ ン タ ー ハ イ 優 勝 と い う 成

績 か ら 、 現 在 全 国 で 一 番 の 強 豪 校 で あ り 、 土 地 柄 と し て 日 本 一 水 球 が 盛 ん な 市 と 言 え

る 。 一 方 、 競 泳 競 技 で も 東 京 、 パ リ と 二 大 会 連 続 で オ リ ン ピ ッ ク 出 場 選 手 を 輩 出 し 、

他 に 近 年 の 全 国 中 学 校 水 泳 大 会 優 勝 選 手 を 擁 し 、 競 技 力 は 全 国 的 に 上 位 の 地 域 で あ る

の に 、 競 技 場 が 無 い の は 水 泳 競 技 に 対 す る 差 別 で あ る と 水 泳 協 会 は 主 張 し て い る 。 水

泳 種 目 だ け 競 技 場 を 整 備 し な い 理 由 は 何 か ？  

 

介護予防での生涯スポーツに最適な水泳競技のマスターズスイマーが増加中  

 

⑪  昨 今 の マ ス タ ー ズ 大 会 の 興 隆 で 、 全 国 的 に 競 泳 の 競 技 会 場 が 不 足 し て い る 。 改 修 後 の

温 水 プ ー ル で は 前 述 の 理 由 で 競 技 会 は 開 催 で き な い の で 、 50m 屋 内 水 泳 競 技 場 が 建 設

さ れ な け れ ば 、今 後 70 年 間 は 競 技 会 会 場 の 需 要 に 応 え る こ と は 出 来 な い 。水 泳 が 健 康

づ く り 、介 護 予 防 に 最 適 な ス ポ ー ツ で あ る の に 、何 故 、競 技 場 を 整 備 せ ず 、マ ス タ ー ズ

水 泳 の 普 及 を 妨 害 す る 様 な 施 設 に 改 築 す る の か ？  

 

みんなのスポーツ応援条例に違反している四日市市  

 

⑫  み ん な の ス ポ ー ツ 応 援 条 例   
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第 １ ５ 条  1  

「 市 は 、 市 ⺠ 等 が 身 近 に ス ポ ー ツ に 親 し む こ と が で き る よ う 、 ス ポ ー ツ 施 設 （ ス ポ ー

ツ の 設 備 を 含 む 。次 項 に お い て 同 じ 。）の 整 備 、維 持 管 理 、利 用 の 促 進 そ の 他 の 必 要 な

施 策 を 講 ず る も の と す る 。」  

小 学 生 児 童 、 高 齢 者 、 女 性 等 が 水 深 の 深 さ か ら 遊 泳 、 水 中 歩 行 等 の 利 用 が で き な く な

る 点 で 、 今 回 の 温 水 プ ー ル の 改 修 工 事 は こ の 条 例 に 違 反 し て い る の で は な い か ？   

 

第 15 条  ２   

「 市 は 、 前 項 の 規 定 に よ り ス ポ ー ツ 施 設 を 整 備 す る に 当 た っ て は 、 当 該 ス ポ ー ツ 施 設

の 利 用 の 実 態 等 に 応 じ て 、 安 全 の 確 保 を 図 る と と も に 、 障 害 者 等 の 利 便 性 の 向 上 を 図

る よ う 努 め る も の と す る 。」  

に つ い て は 、 特 に 障 害 者 、 高 齢 者 に 最 適 な 運 動 で あ る 水 中 歩 行 を 出 来 な く す る 今 回 の

施 設 改 修 は 当 条 例 に 違 反 す る の で は な い か ？  ま た 、観 る ス ポ ー ツ で は 、水 泳 競 技 だ け

競 技 場 が 無 い 事 に つ い て も 条 例 の 主 旨 に 反 し て い る が 、 市 の 考 え を 問 う 。  

 

循環水の配管を応急措置で修理し、プール壁も劣化している状態まで放置された事  

 

⑬  既 に プ ー ル 水 の 浄 化 槽 の 循 環 配 管 は 露 出 配 管 に な っ て お り 、 こ の 状 態 で 大 き な 問 題 も

な く 使 用 で き て い る が 、プ ー ル 壁 の 劣 化 は 深 刻 で あ る 。何 故 、適 切 な 補 強 、老 朽 化 対 策

を 講 じ な か っ た の か ？  ま た 、50 年 と 言 う 寿 命 が 判 っ て い た な ら 、早 い 時 期 に 競 技 場

を 整 備 す る 事 を 進 め な か っ た 理 由 は 何 か ？  

 

当初、2 億円でのプール槽の改修工事から始まり、何故 26 億円もの予算に？  

 

⑭  当 プ ー ル の 屋 根 は 一 度 改 修 工 事 を 行 っ て おり 、当 初 は プ ー ル 水 槽の 入 れ 替 え予 算 の 2 億

円 か ら 改 修 計 画 は 始 ま っ た と 聞 く 。3 年 ほ ど 前 に 10 億 円 に 増 額 さ れ た が 、令 和 5 年 度

に 突 然 26 億 円 と 、 驚 異 的 に 増 額 さ れ た 理 由 を 問 う 。  

 

⑮  競 技 場 で な く 、 公 認 大 会 が 開 催 で き な い 単 な る 練 習 用 プ ー ル に こ れ 程 の 予 算 を 割 く 事

が 、 無 駄 で あ る と 、 主 た る 利 用 者 の 水 泳 協 会 が 反 対 し て い る が 、 何 故 一 番 大 切 な 利 用

者 の 意 見 を 無 視 す る の か ？  改 修 内 容 を 知 っ た 市 ⺠ 利 用 者 か ら も 、 反 対 の 声 は 出 て い



 

 

p. 6 

 

る が 、 市 ⺠ の 意 見 も 無 視 して 改 修 を 急 ぐ 理 由 は 何 か ？  プー ル 壁 が 持 た な い と の 理 由

な ら ば 、壁 の 補 強 で 、プ ー ル の ⻑ さ が 25m か ら 24m に 短 く な っ て も 構 わ な い と 水 泳 協

会 は 言 う が 、 こ の 点 で 話 し 合 い は 持 た れ た か ？   

 

以上 15 項目  


